
学校いじめ防止基本方針 
島根県立吉賀高等学校 

 

本校は、「いじめ防止対策推進法」、「いじめの防止等のための基本的な方針」（文部科学大臣）及び「島根

県いじめ防止基本方針」（島根県教育委員会）に基づいて、いじめ防止等の基本的な取組の方向と内容を以下

に定める。 

 

１ 基本的な考え 

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人間関係にあ

る他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット等を通じて行われるものを含む。）で

あって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。（「いじめ防止対策推進法」より） 

このような「いじめ」は、本校においてもどの生徒にも起こりうると考え、この行為は絶対に許されないという共

通認識のもとで、日常の指導体制を定める。また、いじめの未然防止を図りながら早期発見に取り組み、いじめ

を認知した場合は適切に且つ速やかに組織的に解決していく。 

  

２ 指導体制 

いじめ防止対策委員会 

 いじめの未然防止と早期発見、早期対応等に関する措置を実効的に行うための中核となり、いじめの疑いがあ

るような行為が発生した場合、事実関係を可能な限り調査し、指導の方針・体制の確立を図り、また問題の解消

の判断を行う組織として「いじめ防止対策委員会」を設置する。 

 ① 委員会の構成員 

   校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、教務主任、人権教育担当教員、特別支援教育コーディネーター、 

養護教諭、関係教職員および外部専門家 

   なお、外部専門家は必要に応じて委員会に参加する。 

 ② 委員会の役割 

   〔いじめ防止〕年間指導計画の作成、研修会の計画立案、アンケートの実施と結果報告、 

取り組み状況のチェック、計画の見直し 

〔いじめ対策〕調査方針・方法等の決定、事実関係の調査、指導方針の決定、指導体制の確立 

指導および支援の対象と具体的な手立ての決定、問題の解消の判断 

迅速に対応するために、必要に応じてコアチームを編成する。コアチームは、その都度状況に応じて管理職・当

該学年主任・担任・部活動顧問・養護教諭・スクールカウンセラー及び外部の専門家等をもって、数名（3～4

名）からなるチームを編成するものとする。なお、チームには管理職１名が必ず入る。 

 

３ いじめの防止 

すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活

躍できる学校づくりを進めることが、いじめの未然防止の出発点である。この意味で、教育活動のすべてが、いじ

めの未然防止につながるものであると考えるべきである。 

（１）教科指導（教科学習を通した指導） 

生徒が学校で過ごす中で一番長いのは授業時間である。授業の中で生徒が不安や不満を高めていないか

を意識し、わかる授業づくり、すべての生徒が参加・活躍できる授業づくりをめざして授業改善に努める。具体的

に以下のことに取り組む。 

 ・公開授業の実施（通年） 

 ・中学校教員との連携（通年） 

 ・習熟度別授業（通年） 

 ・ティーム・ティーチングによる授業（適宜） 

 ・成績不振者等への個別支援（通年） 

（２）総合的な探究の時間（キャリア教育を通した指導） 

地域と連携したキャリア教育の中で、すべての生徒に役割と発表の機会を与える。さらにグループ活動で協働



して物事を成し遂げることを通して、社会性の育成を図り子供達が人と関わることの喜びや他人の役に立ってい

る、他人から認められているといった自己有用感を獲得していけるように指導する。 

 ・『アントレプレナーシップ教育』（通年） 

 ・キャリア・パスポート（通年） 

 ・『志望理由書の作成』（3 年） 

 ・サクラマス・とーく！（3 年） 

（３）特別活動等（学校行事、HR 活動、生徒会活動、部活動等を通した指導） 

いろいろな活動の中で、すべての生徒に役割を与える。集団の中で協働して物事を成し遂げることを通して社

会性の育成を図る。また、人権意識や規範意識をテーマとする HR やインターネット利用のマナーを指導する機

会を設ける。 

・新入生オリエンテーション（4 月） 

・困りごと調査（5 月） 

・立会演説会（4 月） 

・生徒総会（5 月） 

・総体壮行式（5 月） 

・安全安心講話（５月） 

・情報モラル・セキュリティ講座（5 月） 

・総体報告会（6 月） 

・人権教育 HR（6 月、12 月、2 月） 

・オープンスクール（7 月、10 月） 

・球技大会（7 月、12 月） 

・よしか祭（体育祭 5 月、文化祭 8 月、9 月） 

・１・２年進路講演会（9 月） 

・１年東京研修（10 月） 

・２年インターンシップ（10 月） 

・２・３年遠足（10 月） 

・身だしなみ指導（通年） 

・部活動指導（通年） 

・よしか塾 NEXT（通年） 

（４）教職員研修 

教職員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長し

たりする例もある。発達障がいやネットトラブルの問題など教職員の理解が十分とはいえない内容もある。また、

生徒理解を進め、指導の PDCA を回すためにも、定期的な研修の機会を設ける。 

・服務規律研修（5 月、9 月、2 月） 

・人権教育教職員研修（12 月） 

・特別支援教育研修（7 月） 

・進路検討会（7 月、8 月、9 月、12 月、1 月、2 月） 

・救急法教職員研修（7 月） 

（５）特に配慮が必要な生徒への対応 

以下に掲げた例をはじめとして、生徒本人の事情や、家庭の事情等に照らして学校として特に配慮が必要な

生徒については、日常的に生徒の様子を学校全体で把握し、その特性や状況を踏まえた適切な支援や指導を

行うとともに、保護者や家庭及び外部専門機関との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に実施す

る。また、異なる校種間の連携をさらに進め、配慮が必要な生徒について情報共有を行う。 

・発達障がいを含む、障がいのある生徒が関わるいじめについては、教職員が個々の生徒の障がいの特性へ

の理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該生

徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行う。 

・海外から帰国した生徒や外国人の生徒、及び国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる生徒は、言語

や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじめが行

われることがないよう、教職員、生徒、保護者等の外国人生徒等に対する理解を促進するとともに、学校全体



で注意深く見守り、必要な支援を行う。 

・性同一性障がいや性的指向・性自認に係る生徒に対するいじめを防止するため、性同一性障がいや性的指

向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や、学校として必要な対応について周知する。 

・震災により被災した生徒、又は原子力発電所事故により避難している生徒（以下「被災生徒」という。）につ

いては、被災生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解し、

当該生徒に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、被災生徒に対するいじめの未然防止・

早期発見に取り組む。 

 

４ 早期発見 

 早期発見の基本は、①生徒の些細な変化に気づくこと、②気づいた情報を確実に共有すること、③情報に基づ

いて速やかに対応することである。生徒に気になる変化が見られたり、遊びのようにも見えるものの中に気になる

行為があったりした場合は、教職員がいつでもその情報を共有できるようにする。そうして得られた目撃情報は、

HR 担任及び生徒指導主事が毎日集約し、必要に応じて教頭が関係者を招集して生徒支援員会を開催して対

応策を協議し、速やかに対応する。 

（１）全教職員が行うこと 

当たり前のこととして行ってきたこと、何気なく行ってきたことも意識的に行い、積極的に活用する。 

 ・朝礼時や授業時などにおいて、生徒一人ひとりの顔を見て声を聞く。 

 ・学級日誌や部活動日誌などの記述に注意する。 

 ・家庭で気になる様子が見られた場合にすぐに知らせてもらえるような保護者との関係を作る。 

 ・保健室との連携を重視する。 

 ・気づいた情報を教職員全体で共有することを意識的に実行する。 

（２）組織として行うこと 

 ・アンケートの実施（学期に１回） 

 ・生徒支援委員会（通年、随時） 

（３）教育相談 

 ・担任を中心に定期的に生徒との個人面談を実施する。（学期ごとに２回程度） 

 ・生徒からの相談窓口を設置、周知する。 

 ・SC，SSW の活用を行う。 

 ・気になる生徒の情報の報告経路の明示、報告の徹底 

 ・生徒支援委員会や職員会議での情報共有、支援の検討 

 ・インクルーシブ教育システム推進センター校による特別支援（みらいデザインルーム） 

 

５ いじめに対する措置 

いじめの疑いがあるような行為が発見された場合は、いじめ防止対策委員会において、いじめとして対応すべ

き事案か否かを判断する。判断材料が不足している場合は、まず事実関係の把握を行い、いじめであると判断さ

れたら、被害生徒のケア、加害生徒の指導など、問題の解消までこの組織が責任を持つ。具体的な対応の流れ

は、別記①｢吉賀高校いじめ防止基本方針フローチャート｣の通りである。 

単に謝罪や責任を形式的に問うことで問題が解消されるわけではない。生徒の人格の成長に主眼を置き、問

題の再発を防ぐ教育活動を行うことが問題の解消につながるという考え方で、継続的に見守り続ける必要があ

る。また、いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題としてとらえさせるような教育活動を行う。 

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの

要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。 

 ○いじめに係る行為が止んでいること 

  被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット上のものを含む。）が止んでいる状態

が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。教職員は、相当の期間

が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が

止んでいない場合は、改めて相当の期間を設定して状況を注視する。 

 ○被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

  いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦



痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどう

かを面談等により確認する。学校はいじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、そ

の安全・安心を確保する責任を有する。いじめ防止対策委員会においては、いじめが解消に至るまで被害生

徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行

する。 

（１）いじめを受けた生徒又はその保護者への対応 

いじめを受けた生徒に対し、いじめによる心の傷を癒す、不安を取り除くなど心のケアを最優先とし、心の安定

の回復に向けた配慮のもと可能な範囲で、聴き取り等のあり方を検討する。また、いじめを受けた生徒にとって信

頼できる人（親しい友人や教職員、家族、地域の人等）との人間関係を築くことが大事である。 

なお、学校へ登校することを無理強いすることなく、家庭で過ごす時間を大切にし、必要に応じて、学校外の居

場所、学びの場を紹介するなどして、当該生徒に継続的に寄り添い支える体制をつくる。状況に応じて、心理や

福祉の専門家、民生・児童委員、弁護士、教員経験者・警察官経験者等の外部専門家や地域の関係団体、民間

団体等の協力も得ながら継続的な支援を行う。 

・複数の教員で対応し、いじめ問題への解決に学校は全力を尽くすという姿勢を伝える。 

・生徒や保護者の心情に配慮し、じっくりと話を聞き、丁寧に説明する。 

・保護者との連絡を密にし、生徒の変化や気づいたことなどを情報交換できるようにする。 

・保護者同士が対立する場合などは、管理職が率先して対応したり、教育委員会や関係機関と連携したりして

解決を目指す。 

（２）いじめを行った生徒又はその保護者への対応 

いじめを行ったとされる生徒からも事実関係の聴き取りを行い、いじめがあったことが確認された場合、直ちに

複数の教職員が連携して組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとるとともに、継続的に指導を

行う。また、保護者に対しても迅速に連絡し、事実に対する理解や納得を得たうえで協力を求めるとともに、保護

者に対する継続的な助言を行う。 

いじめを行った生徒への指導にあたっては、いじめを行った生徒が抱える問題等いじめの背景にも目を向け、

当該生徒の健全な人格の発達に配慮する。また、当該生徒に心理的な孤立感・疎外感を与えることがないよう

適切な教育的配慮を行う。 

（３）関係機関との連携 

いじめは学校だけでの解決が困難な場合もある。情報交換だけでなく、一体的な対応をすることが重要であ

る。 

 ①教育委員会との連携（こども安全支援室など） 

・関係生徒への支援、指導、保護者への対応方法 

・関係機関との調整 

 ②警察との連携（生活安全課、駐在所など） 

・心身や財産に重大な被害が疑われる場合 

・犯罪などの違法行為がある場合 

 ③福祉関係との連携（児童相談所、SSW など） 

・家庭の養育に関する指導、助言 

・家庭での生徒の生活、環境の状況把握 

 ④医療機関との連携（SC、学校医、専門医など） 

・精神保健に関する相談 

・精神症状についての治療、指導、助言 

（４）いじめが起きた集団への働きかけ 

すべての生徒が、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できる、安全・安心が確保されて

いる集団づくりを進めていくことが大切である。そのうえで、いじめが起きた場合には、加害者や被害者だけでな

く、いじめを傍観していた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、たとえ、いじめをやめさせることができなく

ても、誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為は

いじめに荷担する行為であることを理解させる。 

 

６ インターネット上のいじめ（ネットいじめ）への対応 



近年のインターネットの急速な発達や、スマホ等の普及により生徒同士のネット上でのコミュニケーション

（SNS やメールなど）が活発になっている。その中でインターネットにおける高度な流通性、発信者の匿名性等の

特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、生徒、保

護者に対して学校から積極的に啓発を行う。また、生徒がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれて

いないかどうか監視するなど、早期発見に取り組む。そして、ネット上での不適切な書き込みなどについては、早

期に対応し、削除依頼などを行う。 

（１）ネットいじめの予防 

・情報教育の充実（教科情報における情報モラル教育の充実、情報モラル講演会の実施など） 

・保護者への啓発 

（２）ネットいじめの把握 

・被害者からの訴え 

・閲覧者からの情報 

（３）ネットいじめへの対応 

インターネット上の不適切な書き込み等を把握した場合には、被害の拡大を避けるため、状況や画面を確認、

記録した上で直ちに削除するなどの措置をとる。その際、必要に応じて法務局や警察等と適切な連携を図る。 

 

７ 重大事態への対応 

（１）重大事態とは 

○いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めると

き。 

・生徒が自死を企図した場合 

  ・身体に重大な傷害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

  ・精神性の疾患を発症した場合   など 

○いじめにより当該学校に在籍する生徒が「相当の期間」学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ

ると認められるとき。「相当の期間」については、年間 30 日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠

席するような場合は目安にかかわらず、適切に判断する。 

○被害生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき（人間関係が原因

で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。）は、その時点で学

校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したも

のとして報告・調査等にあたる。 

 

なお、いじめが「重大事態」と判断された場合には、国が示した別記②｢重大事態対応フロー図｣に従い、島根

県教育委員会からの指示に従って必要な対応を行う。 

加害生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず十分な効果を上げることが困難と考えら

れる場合や、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合には、島根県教育委員会と連絡を取り、

警察と相談して対処する。また、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警

察に通報し、適切に援助を求める。 

警察に相談・通報し、適切な援助を求める具体例は別記③｢警察と連携したいじめ問題への対応｣の通りであ

る。 

 

８ その他の留意事項 

（１）組織的な体制整備 

いじめへの対応については、いじめ防止対策委員会を中心として、特定の教職員が抱え込むのではなく、校長

のリーダーシップのもと情報を共有しながら、学校全体の問題として組織的に取り組む。 

教職員による教育指導のあり方が、いじめを誘発し、いじめを深刻化させる要因となりうるため、そのようなこと

がないよう教職員の教育指導のあり方を学校全体で定期的に点検・反省し、教職員の人権意識を高めるよう校

内研修等に取り組む。 

学校自体の雰囲気が、生徒にとって居心地の良さや自己肯定感・自己有用感を感じにくいような息苦しさが



あると、いじめを誘発する可能性も懸念されるため、温かい学校、温かい学級づくりに学校全体で取り組む必要

がある。 

（２）校内研修の充実 

すべての教職員のいじめの問題等に関する共通認識を図るため、教育委員会が策定した「いじめ問題対応の

手引き」等を活用して少なくとも年に複数回、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を

実施する。 

（３）学校相互間の連携体制の整備 

いじめを受けた生徒といじめを行った生徒が同じ学校に在籍していない場合、学校同士で情報共有を図り、

いじめを受けた生徒、その保護者やいじめを行った生徒、その保護者に適切に支援、指導・助言できるよう、学校

相互間の連携・協力を行う。 

（４）地域や家庭との連携及び保護者への支援 

学校基本方針等について地域や保護者の理解を得るよう努める。また、学校と地域の関係団体がいじめの問

題について協議する機会を設け、子どもの相談を受ける役割を担う民間団体等との連携を図るなどして、地域や

家庭と連携した対策を推進する。 

（５）学校評価・教職員評価 

学校評価において、その目的を踏まえ、いじめの有無や多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、その実

態把握が促進され、生徒や地域の状況を十分踏まえて目標を立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状

況を評価することができるようにする。また、評価結果を踏まえてその改善に取り組む。 

教職員評価においても、管理職は、いじめの有無や多寡のみを評価するのではなく、教職員の日頃からの生

徒の理解、未然防止や早期発見の取組、いじめを認知した際の迅速かつ適切な対応、組織的な取組等を評価

することができるよう、実施要項の策定や評価記録書の作成を行う。 

（６）法の理解増進等 

地域や保護者などに広く、いじめの問題やこの問題への取組についての理解を深めるべく、PTA や地域の関

係団体等との連携を図りながら、法の趣旨及び法に基づく対応に係る広報啓発を充実する。 

 

令和 5 年 7 月 18 日 改定 

令和 6 年 3 月 15 日 改定 

令和 7 年 1 月 8 日 改定 

令和 7 年 10 月 15 日 改定 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

吉賀高校いじめ防止基本方針（未然防止・早期発見・対応）フローチャート 

未然防止 

〇学習指導の充実 

〇キャリア教育の充実 

〇道徳教育の充実 

〇教育相談の充実 

〇人権教育の充実 

〇特別活動の充実 

〇情報教育の充実 

〇保護者･地域との連携 

早期発見 
〇情報の収集 

 ・生徒観察 

 ・学級日誌、部活動日誌等 

 ・保護者との連携 

 ・アンケート実施 

〇相談体制の確立 

 ・生徒との個人面談 

 ・保健室、SCの活用 

〇情報の共有 

 ・生徒支援委員会 

 ・職員会議 

 ・保健室との連携 

 

●学校いじめ防止基本方針作成･見直し 

●年間指導計画の作成 

●校内研修会の企画・立案 

●調査結果、報告等の情報整理・分析 

●いじめが疑われる案件の事実確認・判断 

●要配慮生徒への支援方針 

・学校いじめ防止基本方針               ・    ・いじめを許さない姿勢 

・風通しの良い職場                  ・    ・保護者・地域との連携 
構成員：校長・教頭・主幹教諭・

生徒指導主事・教務主任・人権教

育担当・特別支援教育コーディネ

ーター・養護教諭・関係教職員お

よび外部専門家 

いじめ防止対策委員会 

教育委員会 

 

事実確認・情報収集 

■調査方針・方法等の決定 

■役割分担の確認 

■目的・優先順位・担当者・期日 

調査･事実関係の把握 

■指導方針の決定・指導方針の確立 

 ★指導・支援の対象と具体的な手立て 

 ★被害生徒・加害生徒・保護者・傍観者・全校生徒 

いじめ解決への指導・支援 

継続指導・経過観察 

       いじめ防止対策委員会 

本人･保護者 
（被害・加害） 

職員会議 

関係機関 

・教育委員会 

・警察 

・福祉関係 

・医療機関 

PTA 役員 

学校運営協議会 

複数対応 

情報共有 

指導・支援 

事態収束の判断 

 

日常の指導

体制の充実 

対応継続 

いじめは解消したが

継続した指導が必要 

収束 

継続 

別記① 

コアチーム 

管理職 

いじめ認知【重大事態を含む】 

通報窓口（教頭・生徒指導主事等） 

連携 



 

別記② 



警察と連携した「いじめ問題」への対応 

 

 本校では、「いじめ防止対策推進法」に基づいて「学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの未然防止、早

期発見・早期対応の取り組みを進めています。 

 学校で、いじめ行為のうち、犯罪行為として取り扱われるべき行為が発生した際には、被害を受けた生徒の命や

安全を守ることを最優先に対応するために、関係法令に基づいて、直ちに警察に相談・通報し、連携して対応しま

す。 

  

 

 

 

 

 

□学校が警察に相談・通報し、適切な援助を求める具体例 

該当し得る犯罪 具体例 

暴 行 

（刑法第 208 条） 

〇ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする。 

〇無理やりズボンを脱がす。 

傷 害 

（刑法第 204 条） 

〇感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で同級生を切りつけて 

ケガをさせる。 

強制わいせつ 

（刑法第 176 条） 
〇断れば危害を加えると脅し、性器や胸・お尻などを触る。 

恐 喝 

（刑法第 249 条） 

〇断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。 

〇断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入させる。 

窃 盗 

（刑法第 235 条） 

〇靴や体操服、教科書等の所持品を盗む。 

〇財布から現金を盗む。 

器物破壊等 

（刑法第 261 号） 

〇自転車を壊す。 

〇制服をカッターで切り裂く。 

強 要 

（刑法第 223 条） 

〇度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や苦痛に感じる行為を 

させる。 

脅 迫 

（刑法第 222 条） 
〇本人の裸などが写った写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。 

名誉棄損、侮辱 

（刑法第 230 条） 

（刑法第 231 条） 

〇特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名をあげて、身体的な特徴

を指摘し、気持ち悪い、不細工などと悪口を書く。 

〔参考〕いじめ防止対策推進法 第 23 条第 6 項～いじめに対する措置～ 

学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときには、所轄警察署と連

携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が

生じるおそれがあるときには直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。 

別記③ 



自殺関与 

（刑法第 202 条） 

〇同級生に対して「死ねば」などと言ってそそのかし、その同級生が自殺を決意して

自殺した。 

児童ポルノ提供等 

（児童買春、児童ポルノに係

る行為等の規制及び処罰

並びに児童の保護等に関す

る法律 7 条） 

〇同級生に対して、スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮影し

て送るよう指示し、自己のスマートフォンに送らせる。 

〇同級生の裸の写真・動画を友達 1 人に送信して提供する。 

〇同級生の裸の写真・動画を SNS 上のグループに送信して多数の者に提供する。 

〇友達から送られてきた児童ポルノの写真・動画を、性的好奇心を満たす目的で 

スマートフォンに保存している。 

私事性的画像記録提供

（リベンジポルノ） 

（私事性的画像記録の提供

等による被害の防止に関す

る法律第 3 条） 

〇元交際相手と別れた腹いせに性的な写真・動画をインターネット上に公表する。 

 

□学校での被害生徒への支援、加害生徒への指導等 

 本校では、警察に相談・通報した後も、次のとおり、生徒に必要な支援や指導を行います。 

被害生徒への支援 加害生徒への指導・支援 

〇被害を受けた児童生徒を徹底して守り抜くとの意識の

下、生徒に寄り添える体制を構築します。 

〇スクールカウンセラーを始め、医療機関等と連携し、傷

ついた心のケアを行います。 

〇生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保しま

す。 

〇いじめを行う背景を状況確認し、教育的配慮の下、 

毅然とした態度で指導・対応を行います。 

 

〇特別な配慮を必要とする場合、スクールカウンセラーや

専門機関等と連携して適切な指導や支援を行います。 

〔家庭との連携について〕 

 〇被害・加害の双方の保護者に、いじめの事実や本校での支援・指導などについて、丁寧に説明します。 

 〇特に、SNS やオンラインゲーム等のインターネット上でのいじめについては、スマートフォン等の契約者である保

護者の協力が必要です。 

 

 

 
□いじめ問題に関する相談窓口は、いじめ防止対策委員会担当の教頭、生徒指導主事です。 

また、担当者の他、担任や相談しやすい教職員にも、遠慮なくご相談ください。 

□いじめに関する相談は、すべて「いじめ防止対策委員会」で情報共有し、速やかに対応します。 

  連絡先 0856-78-0029（学校代表電話） 


